
滞在予定表作成について

1.　受験者以外に渡日する方がいる場合、大阪大学は滞在にかかるビザ申請の書類は作成いたしません。
2.　日本滞在中、大阪大学での受験以外の予定（観光・ショッピング・研究資料購入など）がある場合、
　　大阪大学は滞在にかかるビザ申請の書類は作成いたしません。
3.　連絡先は、滞在中連絡がつく電話番号を記入してください。
　　受験者との連絡の取次は致しかねるため、大阪大学の連絡先は記入しないでください。
4.　行動予定には、渡日・帰国の際の航空会社名、便名を必ず記入してください。
5.　宿泊予定先には、宿泊するホテル名、住所を記入してください。
　　友人や日本在住の親戚宅など、ホテル以外に宿泊する場合、滞在先住所、電話番号を記入してください。
6.　渡日にかかるビザが発給されなかった場合、大阪大学では一切の責任は負いません。

記入例


